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利用者の「入れ替え」についての説明書です
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1. はじめに

ユーザー変更について



ユーザー変更は日刊工業新聞電子版の法人契約において、実際に電子版で記事を読む方（以下、ユーザー）を入れ替える操作です。「登録情報の確

認・変更ページ」から管理者の方が既存ユーザーの連携解除と次のユーザーの連携/招待を行います。

1-1．ユーザー変更とは

4

user1@mail.nikkan.jp

keiyaku@mail.nikkan.jp

管理者

任意の方法で連絡 ※

既存ユーザー：Aさん

user2@mail.nikkan.jp

次のユーザー：Bさん

日刊工ID

user2@mail.nikkan.jpを
取得済

日刊工ID 

user1@mail.nikkan.jpを
電子版ユーザーに連携済

A

B

日刊工ID 

keiyaku@mail.nikkan.jpを
電子版管理者に連携済

管理者が登録情報の確認・
変更ページにログイン

Aさんの
電子版ユーザー連携を解除

Bさんを
電子版ユーザーに連携/招待

user1@mail.nikkan.jp で
電子版にログインできない

user2@mail.nikkan.jpで
電子版にログインできる

ログイン
不可

日刊工ID

user1@mail.nikkan.jp 

は残る



既存ユーザーの連携を解除するとき

• 管理者がユーザーの日刊工IDと電子版の連携を解除すると既存ユーザーは電子版にログインできなくなります。

• 電子版のユーザー連携を解除しても日刊工IDは削除されません。

• 契約している利用人数を減らす操作（ユーザー削除）ではありません。

次に使うユーザーを連携/招待するとき

• 既存ユーザーの日刊工IDを次にユーザーとなる方が引き継ぐことはできません。日刊工IDはユーザーごとに個別で取得をお願いします。

• 契約している利用人数を増やす操作（ユーザー追加）ではありません。

契約しているユーザー数を増やしたい、または減らしたいとき

• ユーザーの変更ではなくユーザーの追加または削除を行ってください。

• 詳細は利用者（ユーザー）追加・削除マニュアル（PDF）をご確認ください。

1-2．ユーザー変更の注意
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https://www.nikkan.co.jp/info/manual/user_add_delete.pdf


2. 既存ユーザーの
日刊工IDの連携を解除する



2．既存ユーザーの日刊工IDの連携を解除する

はじめに既存ユーザーの日刊工IDの連携を解除します。管理者が「登録情報の確認・変更ページ」から解除操作を行います。完了すると、既存

ユーザーは電子版にログインできなくなります。会員機能の設定などもリセットされます。

A

user1@mail.nikkan.jpの
連携を解除

※解除操作においてユーザーの方に通知などは送信されません。必要な場合は任意の方法で管理者の方から解除の旨をお知らせください。

日刊工ID取得済

user1@mail.nikkan.jp

ユーザー

解除完了

日刊工ID取得済

keiyaku@mail.nikkan.jp

管理者 登録情報の確認・
変更ページにログイン

連携されている日刊工ID

user1@mail.nikkan.jpで
電子版にログイン可能

任意の方法で
連絡 ※

日刊工ID user1@mail.nikkan.jp で
電子版にログイン不可能

ログイン
不可
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管理者が「登録情報の確認・変更ページ」にログインし「ユーザーの確認・日刊工ID連携/招待」を開きます。

ユーザー一覧の中に表示されている既存ユーザーの日刊工IDの「解除する」をクリックします。

2．既存ユーザーの日刊工IDの連携を解除する

クリック

1

登録情報の確認・
変更ページ
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確認のウィンドウが開きます。

内容を確認し「解除する」をクリックします。

2．既存ユーザーの日刊工IDの連携を解除する

2

登録情報の確認・
変更ページ
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「日刊工IDの連携を解除しました」とメッセージが表示され、ユーザー連携を解除した列の状態がリセットされます（管理者の操作完

了）。管理者は任意の方法で既存ユーザーに解除完了をお伝えください（解除操作において通知などは送信されません）。

2．既存ユーザーの日刊工IDの連携を解除する

3

登録情報の確認・
変更ページ

10



3. 次に使うユーザーの
日刊工IDを連携する



3-1．次に使うユーザーが日刊工ID取得済の場合：連携する

次に使うユーザーがすでに日刊工IDを取得している場合、ユーザーの連携を行います。管理者が「登録情報の確認・変更ページ」から操作を行い

ます。完了すると、次にユーザーとなる方は自身の日刊工IDで電子版にログインできるようになります。

A

user2@mail.nikkan.jpを
ユーザーに連携

※連携操作においてユーザーの方に通知などは送信されません。操作完了後、任意の方法で管理者の方から連携完了の旨をお知らせください。

日刊工ID取得済

user2@mail.nikkan.jp

次のユーザーに設定したい人

連携完了

日刊工ID取得済

keiyaku@mail.nikkan.jp

管理者 登録情報の確認・
変更ページにログイン

日刊工ID user2@mail.nikkan.jp で
電子版にログイン

ログイン完了

任意の方法で連絡 ※

user2@mail.nikkan.jpで
日刊工IDを取得済
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管理者が「登録情報の確認・変更ページ」にログインし「ユーザーの確認・日刊工ID連携/招待」を開きます。

表示されているユーザー一覧から任意の番号の「連携する」をクリックし入力画面に進みます。

3-1．次に使うユーザーが日刊工ID済の場合：連携する

クリック

1

登録情報の確認・
変更ページ
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登録情報の確認・
変更ページ

連携画面でユーザーに登録したい方の日刊工ID（メールアドレス）を入力し「確認する」をクリックします。

次の画面で表示されているメールアドレスと氏名に間違いがなければ「確認する」をクリックします。

3-1．次に使うユーザーが日刊工ID済の場合：連携する

2

※確認画面の氏名は連携したい日刊工IDユーザーがご自身で登録している内容が
自動で表示されます
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「ユーザーの確認・日刊工ID連携/招待」に遷移し「日刊工IDの連携が完了しました」と表示されます（管理者の操作完了）。

管理者は任意の方法でユーザーに連携完了をお伝えください（連携操作においてユーザーの方に通知などは送信されません）。

3-1．次に使うユーザーが日刊工ID済の場合：連携する

3

登録情報の確認・
変更ページ

15



ユーザーは連携された日刊工IDで電子版サービスにログインできます。

3-1．次に使うユーザーが日刊工ID済の場合：連携する

電子版サービス本体

管理者が連携した日刊工ID

user2@mail.nikkan.jpでユーザーが電子版にログイン
ログイン完了
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3-2．次に使うユーザーが日刊工ID未取得、または不明の場合：招待する

「招待」は日刊工IDをまだ取得していない、または取得しているかわからない方を日刊工IDの登録に招待し、電子版のユーザーとして連携する

操作です。管理者は、登録情報の確認・変更ページからユーザーに設定したい方に「ご利用招待メール」を送信できます。

A

※ユーザーが連携を完了した際に管理者への通知などは送信されません。

日刊工ID未取得

user3@mail.nikkan.jp

日刊工ID取得済

keiyaku@mail.nikkan.jp

管理者

次のユーザーに設定したい人

user3@mail.nikkan.jpに
招待メールを送信

連携完了

登録情報の確認・
変更ページにログイン

日刊工IDの本登録が完了すると
電子版に自動遷移し連携が完了する

電子版から
user3@mail.nikkan.jpに
ご利用招待メールが届く

メール記載のURLから日刊工IDを
新規取得（仮登録／本登録）

招待ステータスが
「送信済み」になる

user3@mail.nikkan.jpに
「連携済み」になる
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管理者が「登録情報の確認・変更ページ」にログインし「ユーザーの確認・日刊工ID連携/招待」を開きます。

ユーザー一覧の中に表示されている任意の「連携招待メール送信」をクリックします。

3-2．次に使うユーザーが日刊工ID未取得、または不明の場合：招待する

クリック

1

登録情報の確認・
変更ページ
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招待メールの送信画面に進み、ユーザーに設定したい方のメールアドレスを入力します。

内容を確認し「メールを送信する」をクリックすると、入力したメールアドレス宛に「ご利用招待メール」が送られます。

3-2．次に使うユーザーが日刊工ID未取得、または不明の場合：招待する

クリック

2

登録情報の確認・
変更ページ

ユーザーに招待したい方のメールアドレスを入力
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仮登録受付

「ご利用招待メール」が届いた方は、メール本文の案内に沿って電子版との連携操作を行います。日刊工IDを新規取得して電子版のユー

ザーに連携する場合は「STEP A」、既存の日刊工IDと電子版のユーザー招待を連携する場合は「STEP B」を完了させます。

3-2．次に使うユーザーが日刊工ID未取得、または不明の場合：招待する

3

取得した日刊工IDと
電子版の連携が完了する

メール記載のURLから
日刊工IDを新規取得

仮登録受付メール記載の
URLから本登録を行う

完了後
自動遷移

ログインした日刊工IDと
電子版の連携が完了する

メール記載のURLから
日刊工IDにログイン

ログイン後
自動遷移

STEP A（日刊工IDを未だ取得していない方）

STEP B（日刊工IDを既にお持ちの方）

招待された方
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招待したユーザーが正常に連携操作を完了させると「ユーザーの確認・日刊工ID連携/招待」のステータスが「連携済み」になり、「連携

された日刊工ID」には招待したメールアドレスが表示されます（管理者の操作完了）。

3-2．次に使うユーザーが日刊工ID未取得、または不明の場合：招待する

4

登録情報の確認・
変更ページ

招待メールを送信時点のステータスは
「送信済み」

招待したユーザーが操作を完了すると日刊工IDが
表示されステータスが「連携済み」に変わる
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4. FAQ

ユーザー変更についてのよくある質問



Q. 契約しているユーザー数を変える（利用人数を増やす、または減らす）ことはできますか。

A. 可能です。「ユーザー追加」または「ユーザー削除」のお手続きを行ってください。

詳細は 利用者（ユーザー）追加・削除マニュアル（PDF） をご確認ください。

Q. 管理者を変更することは可能ですか。

A. 日刊工業新聞電子版のサポートにご連絡いただくことで可能です。お問い合わせフォームよりご相談ください。

日刊工業新聞電子版に関するお問い合わせ https://www.nikkan.co.jp/inquiries/index

このほか、お問い合わせは以下までご連絡ください。

日刊工業新聞社 メディア本部 販売局 コンテンツ販売部

お問い合わせフォーム https://www.nikkan.co.jp/inquiries/index

E-Mail e-news@nikkan.co.jp Tel 0120-832-132（フリーダイヤル）

受付時間：9:30～17:30 平日のみ受付/海外からのフリーダイヤルはご利用いただけません

4．FAQ
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